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令和６年安房郡市広域市町村圏事務組合議会第２回定例会議事録 

 
１．令和６年１１月１１日（月） 午後３時２０分 
 

１．館山市コミュニティセンター 第１集会室 

 

１．出席議員 ８名 

１番 太 田   浩     ２番 石 井 敬 之 

３番 川 﨑 浩 之     ４番 佐々木 久 之 

５番 峯   隆 司     ６番 川 上   清 

７番 青 木 悦 子     ８番 早 川 正 也 

 

１. 欠席議員 なし 
 

１. 出席説明員 

理 事 長   森  正 一  副 理 事 長  長 谷 川 孝 夫 

理 事  石 井  裕  理 事  白 石 治 和 

代 表 監 査 委 員  石 井  洋  会 計 管 理 者  渡 辺  修 

消 防 長  須 藤 和 英  消 防 次 長  近 藤  晃 

消防本部総務課長  上 野 章 吉  消防本部警防課長  廣 瀬  睦 

消防本部予防課長  長 谷 川 貢 一  消防本部総務課長補佐  本 間 雅 人 

事 務 局 長  今 井 幹 雄  
事務局参事兼水道事業

統合推進室長事務取扱  石 井  聡 

事 務 局 水 道 事 業 
統 合 推 進 室 主 幹  扇 谷 祐 介  事務局庶務係長  森  正 治 

事務局企画事業係長  吉 田 和 弘     

 

１．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 会期の決定 
日程第３ 議案第 ９号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合

規約の変更に関する協議について 
日程第４ 認定第 １号 令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般

会計歳入歳出決算の認定について 
 

                     閉会  午後 ３時５１分 
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   開会宣言 

議長（青木悦子君） 

本日は議員の皆様方には、ご多用のところご出席を賜りまして、誠にあり

がとうございます。本日は議員全員の出席をいただいております。よって、

令和６年安房郡市広域市町村圏事務組合議会第２回定例会は成立いたしまし

た。 

これより開会いたします。ただちに会議を開きます。 

 

日程の決定 

議長（青木悦子君） 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりといたします。 

 

議案の配布 

議長（青木悦子君） 

議案の配布漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

配布漏れなしと認めます。 

 
   出席説明員の報告 
議長（青木悦子君） 
  本定例会の議案審査のため、地方自治法第１２１条の規定による出席要求

に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたので、ご了承願います。 

 
諸般の報告 

議長（青木悦子君） 
この際、諸般の報告を行います。 
監査委員から「令和６年度一般会計の６月から９月分に関する出納検査結

果」の報告がされております。お手元に配付の書類により、ご了承願います。 

 
会議録署名議員の指名 

議長（青木悦子君） 
日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。１番議員、太田浩さん。 

太田 浩君 
  はい。 
議長（青木悦子君） 

５番議員 峯 隆司さん。 
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峯 隆司君 
  はい。 
議長（青木悦子君） 

 以上、２名にお願いいたします。 

 
会期の決定 

議長（青木悦子君） 
日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日と決定いたしたいと存じ

ますが、これにご異議はございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 
提案理由の説明 

議長（青木悦子君） 
この際、本定例会の招集につき、提案理由の説明を求めます。 

理事長（森正一君） 
理事長。 

議長（青木悦子君） 

 はい、理事長。 
理事長（森正一君） 

本日ここに、令和６年組合議会第２回定例会を招集いたしましたところ、

議員の皆様方におかれましては、ご多用の折りにもかかわらず、ご出席を賜

りまして、誠にありがとうございます。 
  本定例会におきましてご審議をお願いいたします案件は、一般議案１件、

決算の認定１件の合計２件でございます。その概要につきまして、ご説明申

し上げます。 
 議案第９号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について」であり

ますが、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

千葉県市町村総合事務組合規約を変更することについて、議決を求めようと

するものです。 
  次に、認定第１号「令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会計歳

入歳出決算の認定について」でございますが、地方自治法の規定に基づき、

監査委員の意見を付して、組合議会の認定をお願いするものでございます。 
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以上簡単ではございますが、私の挨拶並びに提案理由の説明とさせていた

だきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 
議長（青木悦子君） 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 
   日程第３ 議案第９号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合

規約の変更に関する協議について 
議長（青木悦子君） 

日程第３、議案第９号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議につい

て」を議題といたします。内容の説明を求めます。 
事務局長（今井幹雄君)  

事務局長。 
議長（青木悦子君） 
  はい、事務局長。 
事務局長（今井幹雄君)  

議案第９号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について」、ご説

明をさせていただきます。資料は、右上四角の１番「第２回定例会議案」の

１ページから２ページ、四角の２番「第２回定例会議案説明資料」の１ペー

ジから２ページをご覧ください。 

内容でございますが、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

である布施学校組合が令和７年３月３１日をもって解散することにより、千

葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数が減少すること及び千

葉県市町村総合事務組合規約を変更することにつきまして、地方自治法第２

８６条第１項の規定により関係地方公共団体と協議するに当たりまして、同

法第２９０条の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。 

説明は以上でございます。 

議長（青木悦子君） 
  以上で内容の説明を終わります。 
  これより質疑に入ります。なお、会議規則第４６条により発言は１件につ

き１人２回までとなっておりますので、ご承知おきください。 
ご質疑のある方はご発言願います。ご質疑ありませんか。 
それでは質疑なしと認めます。 
お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございま
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せんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
これより採決いたします。議案第９号「千葉県市町村総合事務組合を組織

する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関

する協議について」を原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 
日程第４ 認定第１号 令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一

般会計歳入歳出決算の認定について 
議長（青木悦子君） 

日程第４、認定第１号「令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般

会計歳入歳出決算の認定について」を議題といたします。 
内容の説明を求めます。 

事務局長（今井幹雄君)  
  事務局長。 
議長（青木悦子君） 
  事務局長。 
事務局長（今井幹雄君)  

認定第１号「令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出

決算の認定について」、ご説明をさせていただきます。資料は四角の１番

「第２回定例会議案」の３ページをご覧ください。本議案は、令和５年度当

組合の一般会計歳入歳出決算について、監査委員の意見を付して、議会の認

定をいただこうとするものでございます。 

  資料は別冊１と書かれた「歳入歳出決算書」、別冊２と書かれた「決算に

係る主要な施策の成果に関する報告書」、別冊３と書かれた「一般会計決算

審査意見書」の３冊でございます。はじめに、決算の概要につきまして、別

冊の１「歳入歳出決算書」によりご説明をさせていただきます。まず１ペー

ジをご覧ください。 

 令和５年度一般会計の歳入歳出決算の合計額は歳入決算額３７億７,３３

９万５，８３２円、歳出決算額３５億５，２８０万６１５円、歳入決算額か

ら歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は２億２，０５９万５，２１７円

でございました。令和６年度に繰り越した事業はなかったため、この金額が

実質収支額となり、前年度と比較いたしますと９．１パーセントの増でござ
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いました。 

２ページから２７ページまでが歳入歳出決算の内容でございますが、後ほ

ど別冊２「決算に係る主要な施策の成果に関する報告書」で説明の方をさせ

ていただきます。 

次に、３０ページをご覧ください。実質収支に関する調書についてご説明

をいたします。先ほど説明させていただいた内容を千円単位に整理したもの

が記載をされております。 

歳入総額３７億７，３３９万６千円、歳出総額３５億５,２８０万１千円、

歳入歳出差引残額２億２，０５９万５千円、翌年度へ繰り越すべき財源があ

りませんので、実質収支額２億２，０５９万５千円となります。 

次に、３２ページから３４ページをご覧ください。財産に関する調書につ

いてご説明をいたします。 

「土地及び建物」につきまして、初めに、３２ページの土地の列、合計の

欄をご覧ください。所有する土地の地積は、安房郡市消防本部・館山消防署

進入路用地の取得により、決算年度末残高は前年度より１６３．７０平方メ

ートル増の７万１，０５１．９４平方メートルとなっております。 

次に３３ページ、建物の延面積計の列、合計の欄をご覧ください。千倉分

署旧庁舎の解体により３７６．１７平方メートル減少し、西岬・神戸統合分

署の竣工により３４２．１７平方メートル増加したことによりまして、決算

年度末現在高は、前年度より３４平方メートル減の９，９９７．７３平方メ

ートルとなっております。 

「所有権の持分登記」及び「出資による権利」につきましては、令和５年

度中の増減はございませんでした。 

次に、３４ページをご覧ください。物品の表の一番下、可燃物運送用自動

車は、令和４年度末で粗大ごみ処理施設の稼働を終了したことにより、売却

をいたしました。 

次に、歳入歳出決算額の主な内容につきまして、別冊２「決算に係る主要

な施策の成果に関する報告書」によりご説明をいたします。 

１ページをご覧ください。款別の歳入決算額につきまして、ご説明をいた

します。表の列の中ほど「令和５年度決算額」、「収入済額Ｂ」の欄が歳入

の決算額となります。 

初めに、第１款「分担金及び負担金」でございますが、収入済額３０億６，

７０９万３千円、前年度より５，１５４万６千円、１．７パーセントの増と

なりました。 

次に、第２款「使用料及び手数料」でございますが、収入済額３，９６８

万６，７６０円、前年度より３００万９，９１０円、７．０パーセントの減
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となりました。 

次に、第３款「国庫支出金」でございますが、国の緊急消防援助隊設備整

備費補助金といたしまして、１，３８３万５千円の交付を受けました。令和

４年度に国庫支出金がなかったため、皆増となっております。 

次に、第４款「県支出金」でございますが、末端水道事業体の統合・広域

連携に係る調査検討事業補助金として、１７５万円の交付を受けました。前

年度より６５０万、７８．８パーセントと大きな減となりましたが、理由と

いたしまして、この補助金の対象期間が令和４年・令和５年の２か年事業で、

補助限度額が１千万円となっており、すでに交付済みの令和４年度分を差し

引いた補助額となったためでございます。 

  次に、第５款「繰越金」でございますが、２億２，１４７万９，２５７円、

前年度より６４７万７，１３９円、３．０パーセントの増となりました。こ

のうち、１，９２３万９，８１０円は、令和４年度からの繰越事業の財源と

して繰り越されたものでございます。 

次に、第６款「諸収入」でございますが、収入済額３９５万１，８１５円、

前年度より３，４００万１，２９１円、８９．６パーセントと大きな減とな

りました。主な要因といたしましては、粗大ごみ処理施設が令和５年度から

稼働停止となりまして、鉄・アルミニウムの有価物の売上代がなくなったこ

とが大きな要因となっております。 

最後に、第７款「組合債」でございますが、令和５年度に新たに借り入れ

をいたしました組合債は、すべて消防事業に関わるものとして４億２，５６

０万円を借り入れました。 

以上、歳入の決算額の合計は３７億７，３３９万５，８３２円、前年度よ

り４億８３４万６，９３８円、１２．１パーセントの増となりました。 

次に２ページをご覧ください。款別の歳出決算額について、ご説明をいた

します。表の列の中ほど、「令和５年度決算額」、「支出済額Ｂ」の欄が歳

出決算額となります。 

初めに、第１款「議会費」でございますが、支出済額は３６万５，６２８

円。前年度とほぼ同額となりました。主な支出内容は議員報酬などでござい

ます。 

次に、第２款「総務費」でございますが、支出済額は７，９２６万６,１

２４円、前年度より３４２万２，２４４円、４．１パーセントの減となりま

した。主な支出内容は、理事及び監査委員の報酬、事務局職員８名の人件費

並びに市町職員の共同研修及び職員採用試験の委託料などでございます。 

次に、第４款「衛生費」でございますが、支出済額２億７，６８１万２，

１８５円、前年度より４，１７９万７，４７１円、１３．１パーセントの減 
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となりました。主な支出内容は、病院群輪番制病院運営事業や夜間救病診療

事業などの実施に係る委託料、火葬場施設の運営に係る委託料、修繕料、加

えて水道事業統合支援事務などでございます。また、前年度比較で粗大ごみ

処理費が９９．７パーセントの大幅な減となっております。粗大ごみ処理施

設が令和５年度から稼働停止となったことが原因となっております。 

次に、第５款「消防費」でございますが、支出済額２８億４，２９７万７

円。前年度より５億４，８８７万６３２円、２３．９パーセントの増となり

ました。 

   主な支出内容は、消防職員の人件費をはじめ、消防施設の整備事業、消防

活動に必要な車両・資機材等の配備に要する費用でございます。また、前

年度比較で、２３．９パーセントの増となっておりますが、 消防施設等整

備事業といたしまして、令和４年度からの繰越事業及び西岬・神戸統合分

署建設事業、消防本部の進入路整備事業などが大きな要因となっておりま

す。 

次に、第６款「公債費」でございます。支出済額、３億５，３３８万６，

６７１円。前年度より９，４４３万３１６円、２１．１パーセントの減とな

りました。過去に借り入れました組合債の償還金でございますが、平成２４

年度に借り入れました組合債の償還が完了したことによる減となっておりま

す。 

最後に、第７款「予備費」でございますが、インターネット公売予算に不

足が生じたため、粗大ごみ処理費に３万３，４６６円の充用を行いました。 

  以上、歳出決算額の合計は３５億５，２８０万６１５円、前年度より４億

９２３万９７８円、１３．０パーセントの増となりました。 

なお、３ページには歳出の性質別の決算額、４ページには各市町別、事業

別の負担金決算額の状況を記載してございます。 

続きまして、地方債の状況について、ご説明をいたします。５ページをご

覧ください。 

令和４年度末の現在高は１９億２，０９７万４，６８３円でございました。

これに、令和５年度中に新たに発行した額、４億２，５６０万円を追加し、

令和５年度中に返済した額、３億４，６７９万１，３５０円を差し引きまし

て、令和５年度末の地方債残高は１９億９，９７８万３，３３３円でござい

ます。 

続きまして、決算に係る主要な施策の成果について、ご説明をいたします。

６ページをご覧ください。 

初めに、総務費の主な事業内容でございますが、「職員共同研修」は、再

任用職員研修など９課程を行いまして、延べ３９２名が受講いたしました。
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「職員採用試験」は、圏域内の各市町及び当組合の５団体が参加をし、第１

回と第２回との合計で、募集人員９１名に対しまして、応募者数は２０８名、

最終合格者は１３６名でございました。 

次に、７ページをご覧ください。衛生費の主な事業内容でございますが、 

保健衛生総務費につきましては、「病院群輪番制病院運営事業」、「在宅当

番医制診療事業」及び「夜間急病診療事業」を行っており、受診者数につき

ましては、７ページから８ページにかけて、記載のとおりでございます。 

また、安房地域医療センター救急センターの建設事業に対する補助金でご

ざいますが、補助金総額１億５，０００万円を平成２３年度から令和１２年

度までの２０年間で分割交付するもので、１年度あたり７５０万円の補助を

行うものでございます。 

次に、９ページをご覧ください。「火葬場費」につきましては、火葬場の

運営に係る経費として、施設の定期修繕、大気質等の調査及び指定管理業務

委託などを行いました。また、令和５年９月８日の大雨により被災をした長

狭地区火葬場の復旧を行いました。火葬場の使用件数・市町別件数は、記載

のとおりでございます。 

次に、１０ページをご覧ください。「水道事業統合推進費」につきまして

は、水道事業の統合に向けた統合基本計画書案の作成等を委託したほか、水

道事業統合協議会をはじめとした会議を開催いたしました。 

次に、１１ページをご覧ください。「消防費」の主な事業内容でございま

すが、「消防教育業務推進事業」といたしましては、救急救命研修所等の各

種研修に参加をいたしました。「防災基盤整備事業」といたしましては、ち

ば消防共同指令センターの運用経費負担金及び千葉県消防救急無線設備の維

持管理費負担金を支出いたしました。 

次に、１２ページから１３ページをご覧ください。「消防施設等整備事

業」といたしましては、「西岬・神戸統合分署建設事業」、「安房郡市消防

本部・館山消防署進入路整備事業」、「長狭分遣所及び犬掛分遣所非常用電

源設備設置事業」、「千倉分署旧庁舎解体事業」を行いました。 

「消防設備等整備事業」といたしましては、富浦分遣所の水槽付消防ポン

プ自動車、和田分署の災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車及び館山消防署

配備の高規格救急自動車を更新をいたしました。 

最後に、１４ページに、「予防業務」、「救急業務」、「救助業務」及び

「火災出動の実績」を記載しております。 

以上の内容につきまして、令和６年８月２９日に監査委員の審査を受けた

ところ、別冊３の意見書が提出をされました。 

説明は以上でございます。 
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議長（青木悦子君） 
  以上で内容の説明を終わります。 

  次に、監査委員から「審査意見書」が提出されておりますので、石井代表

監査委員から報告していただきます。 
代表監査委員（石井洋君) 
    はい、監査委員。 
議長（青木悦子君） 

  はい。 
代表監査委員（石井洋君) 

令和５年度の一般会計歳入歳出決算書及びその他政令で定めた書類につき

ましては、去る令和６年８月２９日、太田浩監査委員とともに審査をいたし

ましたところ、いずれも法令に準拠して作成されており、関係諸帳簿並びに

証書類を精査照合した結果、計数は正確であり、適法かつ効率的に執行され

ておりましたことを認めましたので、ご報告いたします。 
  以上で終わります。 
議長（青木悦子君） 

以上で監査委員からの報告を終わります。 
これより質疑に入ります。質疑のある方は、ご発言願います。 
では、質疑なしと認めます。 
お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございま

せんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 ご異議なしと認めます。 
 これより採決いたします。認定第１号「令和５年度安房郡市広域市町村圏

事務組合一般会計歳入歳出決算」を認定することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認めます。 
よって、本案は原案のとおり認定されました。 

 
閉会宣言 

議長（青木悦子君） 
以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
よって、令和６年安房郡市広域市町村圏事務組合議会第２回定例会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 
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                       午後３時５１分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


